
＜縦覧点検とは＞
●複数レセプトの内容を参照しながら点検すること
１．過去のレセプトを参照しながらの点検（最大１２カ月）
同一患者の過去のレセプトを参照しながら、算定内容が適正か点検する。

２．同一診療月内の他のレセプトを参照しながらの点検
同一患者、同一診療月の、異なった診療科のレセプトや入院／外来レセプトを参照しながら、
算定内容が適正か点検する。

１．過去のレセプトを参照しながらの点検
「リポ蛋白（ａ）精密測定」の事例
　　　　　　　→　３カ月間に１回を限度として算定可能。
　　　　　　　　　　　　　　　　（３カ月分以上レセプトデータを読込み、保持していることが前提。）

（２００７年１２月号）

★印をクリックすると、前回の該当
検査のレセプトが子画面に表示さ
れる。
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２．同一診療月内の他のレセプトを参照しながらの点検
内科（てんかん）の初診と同一日に外科（陥入爪）の初診を算定した事例
　　→　初診料としては合わせて１回だけ算定可能。２回以上の場合は警告になる。
　　　　 ただし、一方を通常の初診料、他方を同日初診料（通常の半額）とすれば算定可能。

内科　てんかん 外科　陥入爪

同一日

★印をクリックすると、同一日の
他科初診のレセプト参照内容が
子画面に表示される。

株式
会社 東京エーアイエス

〒112-0002 東京都文京区小石川２丁目２３番１１号　常光ビル
TEL: 03-5800-5911（直通）　　FAX: 03-5800-5910
e-mail: mity@tais.co.jp     URL: http://www.tais.co.jp

【警告画面イメージ】

２つの診療科で各々
初診料を請求してい
るという指摘

2007年12月


	Sheet1

